
板橋区公共基準点の保全について 

 板橋区では、測量法に基づき「東京都板橋区公共基準点使用事務取扱要綱」及び「東京都板橋区

公共基準点管理保全要綱」を定めています。 

工事等を施工するにあたり、基準点に支障をきたすおそれがある場合は、これら要綱に基づく手

続きが必要となります。 

また、公共基準点は毎年増加しておりますので、その都度窓口でご確認ください。 

なお、要綱並びに必要な申請様式については、添付ファイルをご利用ください。 

【手続きの概要】 

① 事前相談

窓口にて公共基準点の有無確認し、②又は③の申請が必要であるか確認してください。 

相談の際に、必要な資料 

・工事範囲及び掘削深さが確認できる図面

・既に確認されている、現地表示物の写真 etc

事前相談者は、工事を計画する発注者等の方になります。 

事前相談が済みましたら、資料に事前相談の結果を記載しコピー後、返却いたします。 

② 公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合

板橋区公共基準点使用承認申請書兼承認書 （使用事務取扱要綱 別記様式第１号） 

公共基準点（一時撤去・移転）承認申請書 （管理保全要綱   別記様式第６号） 

公共基準点設置工事しゅん工報告書    （管理保全要綱 別記様式第１２号） 

③ 公共基準点の付近で、効用に支障をきたすおそれのある工事を行う場合

板橋区公共基準点使用承認申請書兼承認書 （使用事務取扱要綱 別記様式第１号） 

公共基準点付近での工事施工届出書    （管理保全要綱 別記様式第１号） 

公共基準点付近での工事しゅん工報告書  （管理保全要綱 別記様式第３号） 

効用に支障をきたすおそれのある工事とは？ 

(1) 掘削底面端から４５度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、

公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が５メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと区長が判断する工事等

※手続きの詳細は、次項のフロー図を参考にしてください。

● 境界プレート（鋲を含む）の保全について

境界プレート（鋲を含む）は、官民境界を示す「板橋区」や「地籍」と刻印されたものや、民民

境界を示す矢印のみのものなどがあり、その材質・形状や所有者も様々です。これについては、公

共基準点ではない為、保全規定や申請用紙はございませんが、いずれも区民の財産を示す大切なも

のであり、土地所有者等が費用をかけて設置している場合もあります。ついては、工事により撤去

等が必要な場合には、区窓口で協議するとともに、土地所有者の方へも説明を行い保全方法等の確

認をしていただき、トラブルの原因とならないよう注意してください。 



工事により基準点等の一時撤去・移転がある場合
公共基準点（一時撤去・移転）承認申請

資料②

測

工事施工者（企業者） 板橋区土木部管理課台帳整備係

工事施工計画の策定

資料①

（提　出）
協　議

受　付
（申  請）

添付書類
(1) 位置図、断面図、平面図
(2) 写真
(3) 再設置位置図

（資料の返却）

協議結果として保存 協議結果として（コピーを）保存

公共基準点使用承認申請書兼承認書
　（使用要綱：様式第１号）

受　付
（提　出）

協議の結果、掘削範囲あるいは舗装復旧範囲に撤去の必要な基準点等がある場合

修  補
不合格

検査（再検査）

受　領
（承　認） 公共基準点（一時撤去・移転）承認書

（管理保全要綱：様式第７号）

※申請内容の変更が生じたら

公共基準点（一時撤去・移転）承認変更届出書
（管理保全要綱：様式第８号）

受　領

※現地確認若しくは書面による

終  了

公共基準点設置工事しゅん工報告書
（管理保全要綱：様式第１２号）

受　付
（提　出）

添付書類
(1) 位置図、平面図
(2) しゅん工写真
(3) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料

① 区と協議し復旧方針の指示を受けること。
② ★公共基準点使用承認申請書兼承認書

（使用要綱：様式第１号）

③ ★公共基準点（一時撤去・移転）承認申請書
　（管理保全要綱：様式第６号）

※舗装復旧時に施工範囲の拡大により、新たに基準点への影
響が発生したら、下記①②③の手順を速やかに行うこと。

★

公共基準点（一時撤去・移転）承認申請書
（管理保全要綱：様式第６号）

★

合格 

（提　出）

受　領
公共基準点使用承認申請書兼承認書

　（使用要綱：様式第１号）（承　認）

工事
施工

基準点の事前観測 （網の視準点間距離・角度）及び引照点

点の記、成果表等が必要な場合は、写しの交付（１点300円）

工事施工路線（掘削範囲の内外に関わらず全て）の現地踏査を行い、

存在する「金属標、ワッシャー付きの鋲、ハンドホール、その他境界プレート」の

写真を全て撮影

写真と位置の対照ができる図面を作成

提出された資料①②に、

協議結果 ・復旧対象はどの点か

・事前・事後観測の方法についてなど を記載。

写し（コピー）を取る。

東京都　板橋区 土木部 管理課 台帳整備係
　〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号　南館5階
　電話：03-3579-2506（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）/FAX03-3579-5435 
   e-mail:d-daicho@city.itabashi.tokyo.jp
   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

東京都板橋区公共基準点使用事務取扱要綱　；　使用要綱
東京都板橋区公共基準点管理保全要綱　；　管理保全要綱



基準点等付近で工事を行う場合
公共基準点付近での工事施工届出

資料②

測

復旧承認申請へ

公共基準点付近での工事しゅん工報告書
（管理保全要綱：様式第３号）

受　付
（提　出）

※申請内容の変更が生じたら

公共基準点付近での工事施工変更届出書
（管理保全要綱：様式第２号）

受　領
（提　出）

検査（再検査）

受　領
公共基準点使用承認申請書兼承認書

　　（使用要綱：様式第１号）（承　認）

受　領
（申  請）

公共基準点付近での工事施工届出書
（管理保全要綱：様式第１号）

（資料の返却）

協議結果として保存 協議結果として（コピーを）保存

協議の結果

公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事を施工する場合
（１）掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
（２）車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が５メートル以下
となる行為
（３）その他公共基準点の効用に支障をきたすと区長が判断する工事等

公共基準点使用承認申請書兼承認書
（使用要綱：様式第１号）

受　付
（提　出）★

工事施工者（企業者） 板橋区土木部管理課台帳整備係

工事施工計画の策定

資料①

（提　出）
協　議

★
添付書類
(1) 位置図、断面図、平面図
(2) 引照点図、又は区長の指示する測量資料
(3) 写真

添付書類
(1) しゅん工写真
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料

① 区と協議し復旧方針の指示を受けること。
② ★公共基準点使用承認申請書兼承認書

（使用要綱：様式第１号）

③ ★公共基準点付近での工事施工届出書
（管理保全要綱：様式第１号）

※舗装復旧時に施工範囲の拡大により、新たに基準点への影
響が発生したら、下記①②③の手順を速やかに行うこと。

　測量資料により、公共基準点の効用に支障があると判断され
る場合は、原状回復を指示

終　了
合格

工事
施工

基準点の事前観測 （網の視準点間距離・角度）及び引照点

点の記、成果表等が必要な場合は、写しの交付（１点300円）

工事施工路線（掘削範囲の内外に関わらず全て）の現地踏査を行い、

存在する「金属標、ワッシャー付きの鋲、ハンドホール、その他境界プレート」の

写真を全て撮影

写真と位置の対照ができる図面を作成

提出された資料①②に、

協議結果 ・復旧対象はどの点か

・事前・事後観測の方法についてなど を記載。

写し（コピー）を取る。

東京都　板橋区 土木部 管理課 台帳整備係
　〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号　南館5階
　電話：03-3579-2506（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）/FAX03-3579-5435 
   e-mail:d-daicho@city.itabashi.tokyo.jp
   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

東京都板橋区公共基準点使用事務取扱要綱　；　使用要綱
東京都板橋区公共基準点管理保全要綱　；　管理保全要綱



公共基準点付近での工事施行に伴い、工事後に基準点の効用に支障がありと認められた場合
（公共基準点復旧承認申請）

・復旧方法について

※現地確認若しくは書面による

終了

公共基準点復旧承認申請書 受　付
（提出）

合格

工事施工者（企業者）

公共基準点付近での工事施行に伴
い、工事後に基準点の効用に支障
がありと認められた場合

板橋区土木部管理課台帳整備係

修補

公共基準点復旧承認書

（管理保全要綱：様式第４号）

（管理保全要綱：様式第５号）

検査（再検査）

不合格

協　議

公共基準点設置工事しゅん工報告書

（管理保全要綱：様式第１２号）

添付書類
(1) 位置図、平面図

（掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの）
(2) しゅん工写真

（公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの、設置工事
の品質、出来形、工程、工事実施状況を確認できるもの）

(3) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料
（着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、公共基準点の保
全に必要な点検測量等の成果）

（承認）
受　領

受　領

工事施工

東京都　板橋区 土木部 管理課 台帳整備係
　〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号　南館5階
　電話：03-3579-2506（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）/FAX03-3579-5435 
   e-mail:d-daicho@city.itabashi.tokyo.jp
   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

東京都板橋区公共基準点使用事務取扱要綱　；　使用要綱
東京都板橋区公共基準点管理保全要綱　；　管理保全要綱


